
～大阪北部地震等災害特別融資の取扱いを開始しました～ 

ご利用いただける方 

下記の全てに該当される方 
（１）平成３０年６月大阪府北部を震源とする地震、または平成３０年７月豪雨によ
り所有するご自宅に被害を受けられた方、またはその同一生計ご家族。 
（２）大阪府内の市町村が発行するり災証明書において、全壊・大規模半壊・半
壊・一部損壊の判定を受けられた方、および同居のご親族。 

必要書類 

① 罹災証明書 
② 損壊状況の写真 
③ 改修工事の見積書 
④ 所得を証明する書類 
⑤ 建物の履歴事項全部証明書 
⑥ その他、融資の可否判断に必要な書類 

ご融資金額 ２００万円以内(半壊以上の被災の場合は３００万円以内) 

資金使途 本災害により被害を受けた自宅等の補修にかかる費用 

ご融資期間 １０年以内 

利率 
年利０．５５％ですが大阪府より利子補給が有り実質無利息、お支払いは元金の
みとなります（約定変更なされる場合には利子補給が停止され、変動金利にな
ります）。 

ご返済方法 
元金均等返済（据置、ボーナス返済なし） 
ご返済額は、当金庫の店頭にて試算できます。 

担保・保証人 

原則、不要 
ただし、お申込人と生計やご返済をともにされる方、また、お申込人とご自宅の
所有者様が異なる場合の自宅所有者様は保証人として徴求させていただきま
す。 

取扱期間 平成３１年３月２９日（金）まで受付（受付後１年以内に実行をお願いします）。 

その他 
補修費用については当金庫からの振込送金が条件となっています。 
融資には審査があり、ご希望に添えない場合があります。 

お申込手順 

①借入申込書の写しをお渡ししますので、「『大阪版被災住宅無利子融資度』に
係る利用確認申請書」を揃えて、大阪府住宅まちづくり部にご申請ください。 
②大阪府の審査が決定すれば「『大阪版被災住宅無利子融資制度』に係る利
用確認書」が交付されますので、当金庫までご持参ください。 

平成３０年８月１３日現在 

詳しくは裏面掲載のお近くの店舗窓口または本店融資部までお問い合わせください。 



平成３０年８月１３日現在 
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●ご融資の流れ● 


